
谷高 1 学年通信 
～自律・自己実現・互尊を目指す～ 
 

 

１．１学年行事（遠足）の実施について 
 

先日、１学年行事を実施するとした場合の様々なアイデアを生徒の皆さんから提出しても

らいました。たくさんのアイデアを寄せていただき、ありがとうございました。 

それらを踏まえて学校として検討した結果、年度の途中に新規の行事として遠足を実施す

ることに決定しました。入学以来、体育祭や文化祭等の学校行事がすべて中止となっている

中で、１学年の遠足を下記のとおり実施します。 

 

記 

 

１ 目 的   団体行動をとおしてクラスや学年内の交流を図り、小千谷の独特な地形 

に触れ、自然と親しみながら、自らの足で一つのことを成し遂げる達成感 

を得る。 

 

２ 期 日  10 月 26 日（月）（雨天の場合は中止） 

当日の天候がはっきりせず、実施するかどうかわからない場合は、遠足 

と授業の両方の用意をして登校する。 

 

３ 行 先  小千谷市山本山高原山頂（小千谷高校から約 5.8 ㎞） 

標高 336 メートルの山本山高原は、越後三山や遠く会津の山並みを見渡 

すことができ、眼下には信濃川の壮大な流れと緑豊かな新潟平野を望む絶 

好のビューポイントです。周辺は霧の発生しやすい地形から、秋の早朝に 

は、雲海や滝雲、ブロッケン現象などを見ることができます。また、ワシ・ 

タカ（猛禽類）の壮大な渡りも見ることができます。車で頂上まで行くこ 

とができるので、ドライブやハイキングにお薦めです。（小千谷市 HPより） 

 

４ 日 程  ８：２０～ 朝学習 

８：３０～ SHR（出席確認）後、指定場所にて着替え・出発準備 

９：１５～ 生徒玄関前集合、学校を出発 

９：４５～ クラスごとに小休憩（社会教育施設「市民の家」・小千谷信 

濃川水力発電館「おぢゃーる」、出発から約 2.6 ㎞） 

１１：００～ 山本山高原山頂に到着 

                全体で集合して連絡、昼食・自由時間、クラス写真撮影等 

１３：３０～ 山本山高原山頂を出発 

１４：１５～ クラスごとに小休憩（「市民の家・おぢゃーる」） 

１５：００～ 学校帰着後に、着替え、振り返りシートへの記入 

１５：３５  放課 
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５ 持ち物  リュック、昼食、敷物、飲み物、タオル、ゴミ持ち帰り用の袋、雨具、 

ティッシュペーパー、帽子（あるとよい）、軽スポーツ道具（持参可） 

 

６ 服 装  体育着（学校で更衣）、運動靴 

 

 

２．フォトロゲイニング「小千谷を探検しよう」 

～「総合的な探究の時間」の活動について～ 
 

 小千谷高校では、総合的な探究の時間の学習として、１年生は「小千谷を探検し、小千谷を

もっと知ろう！」という目的で、小千谷市内の各種文化施設や歴史的建造物、地域企業などの

チェックポイントをめぐる「フォトロゲイニング」を実施します。 

班ごとに、チェックポイントに到着した証明として、施設の目印と一緒に班員を撮影し、制

限時間内に学校に戻って来る、という活動です。各チェックポイントには、学校からの距離に

応じて点数を設定し、集めた点数の多い班上位５チームを表彰します。 

 

（１）期  日  １０月２日（金）中間考査最終日の４・５・６限 ＊雨天でも実施します。 

 

（２）日  程  ＊昼休みに体育着に着替え、出発の準備を整える 

１２：３０～ フォトロゲイニング活動開始（班ごとに学校を出発する。） 

１５：１５までに 全員が学校に帰着し、着替え、振り返りシート記入 

１５：３５ 帰着確認後、放課 

 

（３）持 ち 物  リュック、飲み物、タオル、探究活動活動用地図、雨具、帽子（あるとよい） 

 

（４）活動の主な内容   

①班員は６～９名。各クラス５班ずつ。体育着で校外活動をする。 

②探究活動用地図を見ながら、チェックポイントを巡り、より多くの点数を 

集められるように班員で計画を立て、協力して、安全に行動する。 

③チェックポイントに到着した証明として、その場所の目印が入っている班 

員の写真（撮影者以外）を撮影する。 

④制限時間１５時１５分までに、班員全員が一緒に学校に帰着する。 

＊超過した時間分を点数からマイナスする。 

⑤到着した証明写真は、Classi を利用して保管する。 

⑥全員に配付した「校外活動心得」を踏まえ、安全に活動する。 

 

 

 

 

 

 

 



３．９月 23 日(水)7 限 学年集会 

いじめ防止対策委員会からの話（主な内容） 
 

「いじめ防止対策推進法」でのいじめの定義の確認。 

この法律において「いじめ」とは、生徒に対して、同じ学校に通っている等の一定の人間関 

係にある他の生徒が行う心や体などに影響を与える行為（インターネットを通じて行われるも 

のを含む）であって、当該行為の対象となった生徒が心や体に苦痛を感じているものをいう。 

 

 

＜気をつけるべきこと＞ 

〇SNS を使用する際に、「メッセージを読む人が、不快な・辛い・嫌な・悲しい・落ち込ませる 

と感じる」メッセージは、悪意の有無に関係なく、絶対に発信してはいけない。 

〇発信する時に匿名であっても、24 時間で画面から消える機能だとしても、発信記録は残ってい 

る。同時に、画面を見た不特定の誰もがスクリーンショットで証拠として保存している。 

〇総務省は、SNS や匿名投稿サイトなどで侮辱や誹謗中傷を行った投稿者の特定を容易にするた 

めに、投稿者の電話番号を情報開示の対象に追加する方針を固めた。 

〇「いじめの傍観者」＝「いじめを許し、認めている人」。いじめが起きていると思われること 

があれば、早急に、保護者や担任の先生、校内のいじめ防止対策委員などに相談する。 

〇自分を守る方策を取ることも必要。高校生として使う必要のない SNS アプリを停止することも 

有効な対策となる。 

 

＜最後に＞今後、悪口等の気持ちが高まってきたらどうすれば良いか。 

〔大前提〕○SNS のメッセージや記載は、他者のことについて書き込んではならない。 

      ○「表現の自由ではなく、表現の責任がある」 

（１）勇気を出して、相手の人権を尊重し、思いやりの気持ちを持って、相手と話し合う。 

（２）勇気を出して、信頼できる大人へ相談する。 

（３）勇気を出して、公的な相談窓口を利用して相談する。 

 

 

４．10 月 31 日（土）進研模試（全員受験）日程について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



携帯電話・スマートフォン使用時の一般的なマナー・心がけ 

書き込みを見る人に不安や不快感を与え、悪口やからかいと受け取られる表現等は、 

絶対に記載してはいけない！また、他の人のことは絶対に記載せず、自他を問わずに 

個人を特定できる情報（学校名、学籍番号、顔写真、等々）を記載してはいけない！ 

進路実現に大変迷惑なので、常識として他人の家を訪問すべきではない時間と同様に、 

『夜８時以降は通信（LINE、Twitter、Instagram 等の SNS への書き込み）を控え、 

夜 10 時～朝 7 時は特別な場合以外は通信しない。』当然のことを守っていますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２(2020)年度　１０月　行事予定
小千谷高等学校

2020/9/25 生徒用

日 曜
授
業 学校行事関係　

昼

食

販

売

1 木 ○
中間考査
　　衣替え

×

2 金 ○
　小千谷学①,②
　出願Ｇ③

3 土
ＧＴＥＣ③
　　　第2回英検1次

4 日

5 月 ○

6 火 ○ ７限振３

7 水 ○ 進路講演会②，出願Ｇ③

8 木 AM 歯科検診(9時～)

9 金 ○

10 土 全統共通マーク③

11 日 陸上競技 記録会(新潟)

12 月 ○

13 火 ○ ７限総合(小千谷学②)

14 水 AM
短縮40分
社会人講演会(7限)

15 木 ○

16 金 ○ 就職選考開始

17 土
ＢＳ記述③
看護模試③

 バスケ ｳｨﾝﾀｰｶｯﾌﾟ一次予選(新潟) バレーボール 選手権大会新潟県予選(新潟)

18 日

19 月 ○

20 火 ○
耳鼻科検診(14時～ 1年)
７限振１

21 水 ○

22 木 PM

23 金 ○
漢字検定
進路講演会①(5,6限)

24 土 全統記述③

25 日

26 月 ○ 遠足①，バス遠足② ×

27 火 ○ ７限総合

28 水 PM
短縮45分（LHRなし）
人権･同和教育講演会

29 木 ○

30 金 ○ 剣道 秋地区抽選会(会議室)

31 土 進研模試①②  バスケ ｳｨﾝﾀｰｶｯﾌﾟ二次予選(新潟)

 バイク実技講習，地域貢献活動

検診・部活動関係　他


